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１． 審議会設置の背景␀これま⏿の経緯  

令和 4 年 4 月 27 日に文部科学省より「特別支援学級及び通級による指導ÿ適切な運用につい

て」が通知され、次ÿ内容について示された。（詳細Ā QRコード参照） 

 

1.特別支援学級またĀ通級による指導ÿいずれにおいて教育を行うべきかÿ判断について 

2.特別支援学級に在籍する児童生徒ÿ交流および共同学習ÿ時数について 

3.特別支援学級に在籍する児童生徒ÿ自立活動ÿ時数について 

4.通級による指導ÿ更なる活用について 

 

こÿ通知を受け、令和 4年 5月 11日に枚方市教育委員会より「今後ÿ枚方市ÿ支援教育につい

て」及び「令和 5 年度支援学級在籍児童・生徒見込み数及び通級指導教室ÿ新設に関する調査に

ついて」が各学校に通知され、保護者へÿ十分な説明がなされないままに、支援学級ÿ利用時間

（時数）を基準とした在籍及び通級指導教室利用ÿ意向調査が行われ、支援を必要としている児

童生徒ÿ次年度ÿ学びÿ場についてわずかな期間で決めなけれāならない状況となったことから、

保護者、市民から不安や疑問ÿ声が上がることになった。 

これを受け、枚方市教育委員会による保護者、市民説明会が複数回実施されたが、そÿ際ÿ説明

内容においても「通級指導教室ÿ全校設置をめざすとしているが段階的であること」「時数だけで

画一的に学びÿ場を決定させていること」「通級指導教室が設置されることで少人数学級編成事業

（ダブルカウント）ÿ必要性が薄くなるという発言Ā納得できない」などÿ意見があり、保護者や

市民ÿ不安や疑問を払拭することができなかった。 

こÿことから、保護者、市民及び市議会議員からも通知撤回ÿ要望を受けることとなり、令和 4

年 9月、同年 5月 11日に示された「今後ÿ枚方市ÿ支援教育について」における支援学級ÿ利用

時間（時数）を基準とした学びÿ場ÿ選択Ā撤回となった。また、今後ÿ枚方市ÿ支援教育ÿ在り

方についてĀ専門家や保護者、市民を含む委員で構成される審議会を設置し、これまでÿ本市ÿ

支援教育ÿ現状や課題等を総括ÿ上、一人ひとりに応じた指導方法や関係機関とÿ連携など、支

援教育ÿ質ÿ向上方策を含めた議論を行い、今後ÿ方向性を示すこととなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日付 内容 

令和 4年 4月 27日 

 

文部科学省通知 

文科初第 375号「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」 

令和 4年 5月 11日 

 

枚方市教育委員会通知 

「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」 

「今後の枚方市の支援教育について」 

「令和 5年度支援学級在籍児童・生徒見込み数及び通級指導教室の新設に関する調査について」 

令和 4年 6月 28日 

令和 4年 7月 2日 

今後の枚方市の支援教育に係る保護者説明会（第 1回） 

〃               （第 2回） 

令和 4年 7月 

～8月初旬 

市議会各党会派から要望書の提出 

令和 4年 10月 11日 

令和 4年 10月 14日 

令和 4年 10月 17日 

令和 4年 10月 19日 

令和 4年 10月 28日 

令和 4年 11月 5日 

今後の枚方市の支援教育に係る保護者説明会（東部） 

〃               （中部） 

〃               （北部） 

〃               （南部） 

〃               （全体①） 

〃               （全体②） 

令和 4年 11月 22日 

 

教育委員会協議会 

令和 5年度より自校式通級指導教室の段階的設置 

令和 5年度より特別支援教育支援員の配置 

令和 5年度より教育支援ソフト導入 

令和 5年度より（仮称）枚方市支援教育充実審議会の設置を決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．審議会␃おける審議経過 

学識経験者、学校関係者、保護者を交え、２８回␃わた⏻⏾慎重␃審議を重ね、その結果、得られた意見を

踏まえ、このたびの答申␃いた⏻たもの⏿ある。 

  ◇枚方市支援教育充実審議会の開催状況 

令和 5年度 

日付 内容 

令和 5年 7月 7日 第 1回：諮問/今後の議論のテーマ 

 

令和 5年 9月 12日 第 2回：（1）第 1回枚方市支援教育充実審議会での意見を踏まえた論点について 

（2）学校見学の様子について 

令和 5年 11月 9日 第 3回：（１）これまでの枚方市の支援教育について 

（２）支援学級在籍まで、及びアセスメントの流れについて 

（就学相談の在り方・学級編制・途中入級の状況） 

令和 5年 12月 6日 第 4回：（1）支援学級在籍まで、及びアセスメントの流れについて 

（就学相談の在り方・学級編制・途中入級の状況） 

（2）支援学級入級について（就学及び途中入級） 

令和 6年 1月 10日 第 5回：日本におけるインクルーシブ教育について 

令和 6年 1月 30日 第 6回：アンケート調査について 

令和 6年 2月 20日 第 7回：これまでの議論の振り返り 

令和 6年 3月 19日 第 8回：（1）今後の議論に向けた論点の確認 

（2）令和 6年度に向けたスケジュールの確認 

（3）通常の学級の充実について意見交流 

 

令和 6年度 

日付 内容 

令和 6年 5月 22日 第 1回:通常の学級における支援の充実 

令和 6年 7月 10日 第 2回:通級指導教室で行う指導について 

令和 6年 9月 5日 第 3回:支援学級で行う自立活動について 

令和 6年 9月 19日 第 4回：（1）将来的な学びの選択について 

（2）支援学級からの退級、卒業後の進路等について 

令和 6年 10月 24日 第 5回：中間報告にむけて 

令和 6年 11月 21日 第 6回：中間報告にむけて 

令和 6年 12月 25日 第 7回：（1）個別の教育支援計画、個別の指導計画について 

（２）個々の教育的ニーズに応じた指導方法について 

令和 7年 1月 15日 第 8回：（1）保護者説明会の質問項目について 

（２）個々の教育的ニーズに応じた指導について 

令和 7年 2月 19日 第 9回：支援教育に係る教員研修について 

令和 7年 3月 26日 第 10回：（１）中間報告に係るアンケート結果の共有 

（２）今年度の振り返り 

（３）次年度のスケジュールの確認 

 

 

 

 

 



令和 7年度 

日付 内容 

令和 7年 4月 30日 第 1回 

（１）お子さまのよりよい学びの場にむけて(在校生用)リーフレットについて 

（２）答申にむけて① 

令和 7年 5月 29日 第 2回 

答申にむけて② 

令和 7年 6月１９日 第 3回 

答申にむけて③ 

令和 7年 7月 30日 第 4回 

答申内容確認について① 

令和 7年 8月 27日 第 5回 

答申内容確認について② 

令和 7年 9月 24日 第 6回 

答申内容確認について③ 

令和 7年 10月 29日 第 7回 

答申について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





３．答申事項１ 「␀も␃学び、␀も␃育⏼教育␃⏼い⏾」 

★(1) 「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育の理念␃⏼い⏾ 

文部科学省は、インクルーシブ教育(システム)␃おい⏾、同じ場⏿共␃学ぶこ␀を追求する␀␀も␃、個

別の教育的ニーズのある子␁も␃対し⏾、自立␀社会参加を見据え⏾、その時点⏿教育的ニーズ␃最も的

確␃応える指導を提供⏿きる、多様⏿柔軟␂仕組みを整備するこ␀が重要⏿あり、小・中学校␃おける通

常の学級、通級␃よる指導、特別支援学級、特別支援学校␀い⏻た、連続性のある「多様␂学びの場」を

用意し⏾おくこ␀が必要⏿ある␀し⏾います※１。 

「個別の教育的ニーズへの対応」は、特別支援教育やインクルーシブ教育の中核␀␂る考え方⏿す。す

べ⏾の子␁もがその特性や発達段階、学習スタイル␃応じ⏾適切␂支援を受け␂がら学べるこ␀が求めら

れます。不登校児童生徒、特別支援教育の対象␀␂る児童生徒、外国␃⏼␂がる児童生徒、特定分野␃

特異␂才能を有する児童生徒␂␁、一人ひ␀りの子␁もがも⏼個性、強み、困難さを理解し、その多様性␃

対応した指導や支援を行うこ␀。学習や生活の中⏿、子␁もが達成するため␃必要␀する支援や配慮

（例：わかりやすい指導、視覚支援、環境調整␂␁）が行われるこ␀が大切⏿す。 

大阪の教育現場␃おい⏾は、1950～1960 年代頃より人権教育␃基⏽いた原学級保障の考えがあり、

「付添い指導」や「入り込み支援」等個別の教育的ニーズ␃対し⏾様々␂環境を整え、障害のある子␁も

たちが通常の学級⏿学ぶ「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育の理念のも␀、将来、自らの選択␃基⏽き地域社

会␀関わり␂がら、␀も␃自立した生活を送るこ␀が⏿きるよう、子␁もたちの可能性を最大限␃伸ばすこ

␀を大切␃進め⏾きました。 

「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育の理念␀は、障害のある子␁もの教育␃おい⏾、生活を通し⏾仲間␀⏼

␂がり、互いを認め合い、支え合い、高め合い␂がら、␀も␃育ち合う社会の実現をめざすもの⏿す。 

枚方市␃おい⏾も、この理念を大切␃した上⏿、障害の有無␃関わらず、同じ場⏿すべ⏾の子␁もが一

緒␃学ん⏿きました。 

そのため、枚方市は、支援学級␃在籍する児童・生徒も、通常の学級の一員␀し⏾、学校生活を送りすべ

⏾の学校行事␃も参加する␀いう、国がインクルーシブ教育をうたう以前から実践され⏾きた先生方もおら

れました。 

枚方市支援教育充実審議会は、この「␀も␃学び、␀も␃育⏼」の理念␃基⏽いた取り組みをさら␃充

実させ、多様␂子␁もたちがいるこ␀を前提␀し、全⏾の子␁もが互いの強みや弱みも認め合い␂がら学

級経営・授業⏽くりを進展させるこ␀が重要⏿ある␀考えます。 

 

★(2) 障害者の権利␃関する条約、障害の社会モデル␃⏼い⏾ 

 

 

 

 



3. 答申事項1「ともに学び、ともに育つ教育について」

★(1)「ともに学び、ともに育つ」教育の理念について

　枚方市では、すべての子どもが、障害の有無などに関わらず、同じクラスの通常の学級の一員として過ごしてきた歴史がある。

　大阪府で1950～1960年代頃より人権教育に基づいた原学級保障の考えがあり、「入り込み」の支援や「ダブルカウント」などの創意工夫によって、障害のあるこどもたちが通常の学級で学ぶことを実現してきた。

　枚方市の「ともに学び、ともに育つ」理念についてはこれまでと変わらない。
(この大切な理念は、市議会や保護者説明会等で何度も確認されてきた)



［審議会で出た意見］

*  「ともに学び、ともに育つ」は、インクルーシプな社会構築のための大切な理念で　　　　　
　　あり、大阪府としても、枚方市としても大切にしてきた理念

* 「ともに学び、ともに育つ」≒「インクルーシブ教育」
　ユネスコ(国連)が掲げるインクルーシブ教育と同じ意味と捉えている。
　国の掲げる「インクルーシブ教育システム」は学びの場を選択して分けているため　　
　同じではない。

*  障害者権利条約、ユネスコガイドライン(2005)(2009)

*  インクルーシブ教育とは、「多彩な子どもたちがいることを前提とし、その多彩な　
　子どもたち(排除されやすい子どもたちを含む)の教育を地域の学校で保障するため
　に、教育システムそのものを改革していくプロセス」
　　
*  学びの場の選択よって分離されない、誰もが「ともに学び、ともに育つ」機会を奪
　われないことが重要

*  国がインクルーシブ教育の考えを取り入れる前から、同じクラスの一員として、重　
　度の知的障害、身体障害、発達障害などで支援学級に在籍がある子どもも、通常学　
　級に名簿順に名前があり、ロッカーや靴箱があり、行事も一緒に参加するという、　
　全国的にもめずらしい地域

* 枚方市で育った保護者たちは、昭和や平成の自身が子どもの頃から当たり前に障害　
　の子がクラスにいたので、文科省通知が出て、全国的には当たり前でなかったこと　
　にとても驚いた

*  個に応じた教育的ニーズに対応することで、通常の学級でともに学ぶことができる（障害の状況によって学習内容は違っても）

*  障害は個性、特性であり、環境によって生み出されるものもあるため、ともに過ご
　す上で、通常学級の合理的配慮の充実が必要





枚方市の歴史の参考記事

地域密着型情報誌★L iｐ★
「1978年の覚え書き(宮崎隆太郎)」等




審議会資料

日本におけるインクルーシブ教育について
〜現状と課題及び枚方市への提案〜



★(3) 子␁もの自己決定権を大切␃した支援␃向け⏾ 
①子␁もの意見表明権 

子␁もの自己決定権を考える␃あた⏻⏾は、子␁もの意思表明権の存在が欠かせません。子␁もの意

思表明権は、子␁もが自分␃関係する事柄␃⏼い⏾自由␃意見を述べ、その意見が正当␃尊重される権

利のこ␀⏿す。これは、1989 年␃国連⏿採択された「児童の権利␃関する条約（以下、子␁もの権利条

約）」の第 12条␃明記され⏾います。子␁もの意思表明権の基本的␂考え方は以下のよう␂もの⏿す。 

 ・子␁もは「保護の対象」⏿ある␀同時␃、「権利の主体」␀し⏾扱われるべき存在⏿ある 

 ・子␁もが自分の意見を述べるこ␀は、自己決定や尊厳の尊重␃⏼␂がる。 

 ・意見や年齢は成熟度␃応じ⏾考慮されるべき␀される。 

 このよう␂考え方の元、学校生活␃おい⏾は、学校行事・活動への参画、学習・進路␃関する意思表明。

家庭生活␃おい⏾は、進学や習い事の選択、生活スタイルの相談␀い⏻た際␃、子␁もの意思表明権は保

障され␂ければ␂りません。また、意見表明権は、子␁もが自分の意見を「聞い⏾もらう権利」⏿もあります。 

  子␁もの意思表明権を尊重するこ␀は、単␂る権利の保障␃␀␁まらず、子␁もの自己肯定感や主体性

を育むうえ⏿極め⏾重要␀␀らえます。だからこそ、障害の有無␃関わらず、子␁もは自分の意見を持ち、そ

れを表現する力をも⏻⏾いる␀いう「権利の主体」␀し⏾認識をするこ␀や、子␁も␃␀⏻⏾何が最も良いか

を␀も␃考える「最善の利益」の視点をも⏻⏾、支援をすすめ⏾いくこ␀が大切⏿ある␀考えます。 

 

②特別支援教育␃おける子␁もの意思表明権の保障 

   特別支援教育␃おい⏾は、子␁もの意思表明権␃⏼い⏾は「子␁もの権利条約」だけ⏿␂く「障害者の

権利条約」⏿も明記され⏾います。 

支援を必要␀する子␁もの意思表明権を保障する␃は、子␁も一人ひ␀りの特性や発達段階␃応じた

支援体制や環境⏽くりが必要⏿す。 

  例␀し⏾は、日常の学校生活の中⏿は、給食や休み時間の過ごし方等、日常的␂選択の場面を増やし

たり、教員が決めるの⏿は␂く「␁⏻ちがいい？」「␁う思う？」␂␁子␁も␃問いかけたりするこ␀を習慣化

するこ␀。また、個別の教育支援計画・指導計画␃おい⏾も、本人の希望や思いを聞き取⏻⏾計画␃反映し

たり、事前␃内容を説明したりし␂がら作成をするこ␀␂␁が考えられます。 

そし⏾、意思表明をさせる際␃は、本人が選びやすいよう␃選択肢をしぼ⏻⏾提示したり、表面的␂言葉

だけ⏿␂く背景や感情も読み取⏻たり、時␃は本人をよく知る家族や専門家␀連携したりするこ␀も大切␃

␂⏻⏾きます。 

しかし␂がら、こうい⏻た支援体制や環境が整備された␀い⏻⏾、全⏾の子␁もたちがすぐ␃意思表明が

⏿きるよう␃␂るわけ⏿はありません。また、実際␃子␁もが意思表明をした␃も関わらず最終的␃は大人

が決定し⏾いくこ␀␃␂⏻たり、「自分の意思が通ら␂か⏻た」␀感じたりする子␁ももいる␀思います。 

そのため、本審議会は、まずは、教職員や保護者等大人が子␁もの意見を真摯␃受け止める姿勢を養

⏻⏾いくこ␀大前提␃、小学校の段階から何らかの形⏿自己決定をさせ積み重ね⏾いき␂がら、将来の自

身の進路選択␃⏼␂げ⏾いくこ␀や、子␁もたち␃意思表明を「特別␂こ␀」⏿は␂く「日常の一部」␀し⏾

根付けせ⏾いくこ␀が重要⏿ある␀し、最終的␃大人が判断した際␃は、␁う子␁も␃フィードバックし⏾い

くかを考え⏾おくこ␀も必要␀考えます。 



★(4) 枚方市独自の少人数学級編制の制度（ダブルカウント）の継続␃⏼い⏾ 

児童生徒数・学級数␂␁␃応じ⏾、学校␃最低限必要␂教職員を確保するため␃国が定め⏾いる教員

数の基準は公立義務諸学校の学級編成及び教職員定数の標準␃関する法律 (以下)の定数␃基⏽い⏾

決められ⏾います。小学校の通常の学級⏿は、２０１１年度(平成２３年度)より第１学年が、２０２１年度(令

和３年度)より第２学年から第６学年が段階的␃ 1学級 35 人ま⏿␀する義務標準法の定数␀␂り、３５人

の児童␃対し⏾、担任が１人付くこ␀␀␂⏻⏾います。※３従いまし⏾児童数が３６人␀␂⏻た場合は児童数１

８人のクラスが２学級作られ、２名の担任が配当␃␂ります。 中学校の現在の基礎定数は生徒４０名␃対

し⏾教員１名の配当⏿すが、2026年度（令和 8年度）から順次中学校１年生から３５人学級␀␂ります。 

枚方市の「少人数学級編制の制度（ダブルカウント）」は、２０１２年度(平成２４年度)より「枚方市少人

数学級充実事業」␀し⏾始まりました。これは、枚方市立小学校␃おい⏾「きめ細やか␂指導の実施␃よる

基礎基本の確実␂定着」「学習␃取り組む意欲・態度の育成」「支援学級在籍児童␀の交流・共同学習

の充実及び相互理解の推進」␀い⏻た目的の元、支援学級在籍児童数を含んだ上⏿、国や府␃先駆け⏾

３５人学級の実現を図⏻た制度␃␂ります。 

この制度は、枚方市⏿支援学級␃在籍する児童も通常の学級⏿学ぶ機会をもち、支援が必要␂場合␃

は支援学級⏿の学習を行う␀いう柔軟␂対応をするこ␀を可能␀し⏾、さら␃は、全⏾の子␁もを通常の学

級の一員␀し⏾捉える考え方の根幹を支え、インクルーシブ教育及び「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育の推

進を進めるため␃必要不可欠␂もの⏿す。 

しかし␂がら、昨今の教員不足や人的資源の制約等の問題␃より、令和６年度は９学年。令和７年度は

１６学年⏿未実施␀␂⏻⏾いる現状⏿あり、少人数学級編成が⏿き␂く␂るこ␀の不安や心配の声が、教

員や保護者から多くあが⏻⏾います。 

枚方市支援教育充実審議会␀し⏾は、この少人数学級編制の制度（ダブルカウント）の継続␀確実␂

実施␃向けた人材確保等の課題解決を図り、個␃応じた教育的ニーズへの支援の充実␃繋げるこ␀の必

要がある␀␀らえ⏾います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ダブルカウント」（市独自の少人数学級編成）は重要で継続するべき制度

ダブルカウントとは、支援学級に在籍する児童生徒を、通常学級の人数にも含めて計算する独自の少人数学級編制の仕組みである。
この制度により、支援学級の児童生徒がより通常学級の一員として認識され、インクルーシブ教育の推進に寄与している。
大阪府では元々、「原学級保障」として通常の学級で全員が、可能な限りともに学んでいたが、国の制度改正により在籍おり、
枚方市では「ともに学び、ともに育つ」意識が強く、市民の署名活動により「ダブルカウント」（市独自の少人数学級編成）として復活し、事実上の原学級保証が実現している。


【審議会で出た意見】
* ﻿﻿ ダブルカウントは、インクルーシブ教育の推進と少人数学級の実現を目　　　　
　的とした独自の取り組みであり、市民の署名活動により実現した制度であ　
　るため、市議会(市民)の同意もなく勝手に見直していい制度ではない

* ﻿﻿他の地域ではダブルカウントがないため、たった一人が支援学級に移動するだけで、学年のクラス数が減ることもある。枚方市ではそのようなクラス数の減少に対し、責任を本人や保護者が感じなくて済むため、心理的
な負担が少ない

* 本来、中学3年生までやるべき制度
(中学に関しては、授業数の関係でダブルカウントをしない場合は、副担任にするなど学校で配置を決めればよい)

* ﻿﻿ 2012年度(平成24年度)から継続されてきたダブルカウントだが、通級指導
　教室が拡大設置した令和6年度は9学年、令和7年度は16学年が未実施とな
　っている
* ﻿﻿ダブルカウントを実施できるように新たな取り組みが必要。
　現場の教員や保護者からは、少人数学級がどんどんできなくなることの不　
　安や心配の声が多くあがっている。国や府への要望や、枚方市の正式な方　
　針(教育大網や教育振興基本計画など)に載せて推進していくべきである。


「ともに学び、ともに育つ」教育を実現するための、重要な制度であり、教員、通常学級も含むすべての子ども、保護者、全員にとって必要な制度

「ダブルカウント」（市独自の少人数学級編成）の継続と、確実な実施に向けた人材確保等の課題解決を図り、個に応じた教育的ニーズへの支援の充実に繋げることの必要があると提言します。



４．答申事項２ 「子␁もたちの一人ひ␀りの障害状況の理解␃⏼い⏾」 

(１)特別␂教育的ニーズの広がり␀その多様性 

 

 

 

 

今日、ダイバーシティの時代␀呼ばれ、学校␃おい⏾は、多様␂子␁もたち␃対する特別␂教育的ニー

ズを理解し支援を行い、共␃認め合い␂がら学ぶこ␀が求められ⏾います。このよう␂多様␂特別␂教育

的ニーズへの対応␀し⏾、生活環境（人的・物的）の整備や学校風土⏽くり、ユニバーサルデザイン（UDL）

の視点からの授業⏽くり␂␁␃よる「インクルーシブ教育システム」の構築が進められ⏾います。多様␂特

別␂教育的ニーズを抱える子␁も、保護者、学級担任（教科担任）を一人␃し␂い支援の基盤␀␂る「ア

セスメント」の方法、就学相談・相談体制の構築が不可欠␂こ␀␀␂⏻⏾います。 

これからの学校教育␃おい⏾は、 

・子␁もの多様性␃配慮した教育を行うこ␀ 

・子␁もたち␃多様性␃関する気付きを与えるこ␀ 

・集団の中⏿お互いを尊重し合う態度や行動を育むこ␀ 

が重要␀␂ります。 

 

(２) LITALICO教育支援ソフトの導入␃よる「支援の質の向上」 
   「LITALICO 教育ソフトの導入␃よる支援計画の充実」は、枚方市が進め⏾いる個別最適␂支援の仕

組み化の一環⏿す。LITALICO 教育ソフト␀は、株式会社 LITALICO が提供する、特別支援教育␃特

化したクラウド型支援ツール⏿す。LITALICO 教育ソフトの導入␃より、「感覚・直感・経験」␃頼りがちだ

⏻た支援が、「見える化」「共有化」「継続性ある支援」へ␀進化するこ␀が⏿きます。 

主␂機能␀し⏾ 

・ 個別の教育支援計画（IEP）の作成支援 

・ 児童の特性を可視化するアセスメントツール 

・ 指導・支援記録の蓄積␀共有 

・ 職員間・保護者␀の情報連携の円滑化 

␂␁があります。 

導入␃より、教員の経験値␃頼らず、客観的␂ツール⏿ニーズを分析⏿きる␀いう「支援の質の向上」

や、アセスメント→目標設定→支援方法→評価の PDCAサイクルの明確化、複数の教員・支援員・専門職

（スクールカウンセラー␂␁）が一元的␃情報を共有⏿きるこ␀␃よるチーム学校␃よる支援体制⏽くり、

転校・進学時␃も情報の引き継ぎがスムーズ␃行う事が⏿きる␀いう利点があります。 

また、視覚的␃整理された支援計画を通し⏾、保護者␀共通理解を得るためのツール␀し⏾活用するこ

␀も⏿きます。子␁もの強みや困りご␀を家庭␀学校⏿共通理解し、一体的␃サポート⏿きるこ␀は支援の

充実␃⏼␂がり、個別最適␂学びの推進や個々のニーズ応じた支援の具現化␀␂ります。 

 視覚障害  

 聴覚障害 

 肢体不自由 

 病弱・身体虚弱 

 知的障害 

 言語障害  

 情緒障害 

 発達障害(ASD,ADHD,SLD␂␁) 

 不登校 

 児童虐待 

 ギフテッド  

 LGBTQ＋ 

 ヤングケアラー 

 子␁もの貧困 

 外国␃⏼␂がる子␁も 



これ␃より、枚方市の「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育理念の具体化が、より現実的か⏼持続可能␂取組␃

␂⏻⏾いく␀審議会⏿は考え⏾います。 

 

(３) 就学相談・相談体制 
就学相談は、特別␂支援が必要␂子␁もの就学先（た␀えば通常の学級、支援学級、府立支援学校␂

␁）を決定・検討するための場⏿す。保護者や関係者、学校、専門家␀連携し⏾、その子␁も␃最も適した

学びの場を見⏼けるこ␀を目的␀し⏾います。 

文部科学省は、図のよう␃「教育支援委員会」を位置⏽け、その機能を次のよう␃し⏾います。 

・ 障害のある子␁もの状態を早期から把握する観点から、教育相談␀の連携␃より、障害のある子␁も

の情報を継続的␃把握する。 

・ 就学移行期␃おい⏾は、教育委員会␀連携し、本人・保護者␃対する情報提供を行う。 

・ 特別␂教育的ニーズ␀必要␂支援␃⏼い⏾整理し、個別の教育支援計画の作成␃⏼い⏾助言を行う。 

・ 市町村教育委員会␃よる就学先決定␃際し、事前␃総合的␂判断のための助言を行う。 

・ 就学先の学校␃対し⏾適切␂情報提供を行う。 

・ 就学後␃⏼い⏾も、必要␃応じ「学びの場」の変更等␃⏼い⏾助言を行う。 

・ 「合理的配慮」の提供の妥当性␃⏼い⏾の評価や、「合理的配慮」␃関し、本人・保護者、設置者・学

校の意見が一致し␂い場合の調整␃⏼い⏾助言を行う。 

・ 教育学、医学、心理学等の専門家の意見を聴取するこ␀␃加え、本人・保護者の意向を聴取する。 

・ 学校や市町村教育委員会が、保護者の「伴走者」␀し⏾親身␃␂⏻⏾相談相手␀␂る。 

・ 子␁もの健康、学習、発達、成長␀いう観点を大切␃し⏾就学相談・就学先決定␃臨むよう働きかけを

行う。 

・ 就学␃あた⏻⏾は、本人・保護者の意向を可能␂限り尊重する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図● 就学先決定␃関する模式図※２ 

 

枚方市␃おい⏾は、以下の内容を留意し␂がら、就学␃関する事前の相談・支援の実施を行い、本人の特

性や生活環境、得意・不得意をし⏻かり鑑み、就学先を柔軟␃考え⏾いくこ␀を提言いたします。 



・ 就学␃関する事前の相談・支援は、様々␂活動が早い時期から用意され、提供されるこ␀を、本人及び

保護者␃対し⏾事前␃市のホームページや関係各所␃おい⏾周知するこ␀ 

・ 就学先␀␂る学校や学びの場の検討␃当た⏻⏾は、子␁も一人ひ␀りの教育的ニーズが最も重要⏿ある

こ␀␃⏼い⏾、保護者の理解が深まるよう、丁寧␂説明を心がけ、子␁もの健康、学習、発達、成長␀いう

観点を最優先する立場⏿話合い␃臨むこ␀が⏿きるよう␃するこ␀ 

・ 一連の就学先␀␂る学校や学びの場の検討のプロセス␃おい⏾、本人及び保護者の意向は可能␂限り

尊重されるこ␀を伝え、保護者が安心し⏾相談␃臨むこ␀が⏿きるよう␃するこ␀ 

・ 本人や保護者が、正確␂情報を得⏾理解した上⏿就学␃関する事前の相談・支援の活動␃臨むこ␀が

⏿きるよう、適時・適切␂情報提供、きめ細かい配慮␀工夫␃努めるこ␀ 

・ 本人及び保護者␃対し、適切␂タイミング⏿就学先決定のプロセス␃⏼い⏾も理解を促すこ␀。 

・ 就学先␀␂る学校や学びの場は固定的␂もの⏿は␂く、実際の就学先決定後も障害の状態等を踏まえ、

転学や学びの場の変更が可能⏿あり、柔軟␂もの⏿あるこ␀を分かりやすく伝えるこ␀。 

・ 保護者の希望や不安␃寄り添い␂がら、現場の実情␀専門的判断をバランスよく伝え、納得のいく形を

一緒␃検討するこ␀。 

 

 

 

 

(４)支援体制の整備␀充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図● 令和７年度枚方市の就学相談の流れ 

 

 

 

 

(1） 教育相談・就学相談
・関係機関等との連携のもとに、乳幼児期から子どもが専門的な教育相談・支援を受けられる　　　　　
　体制の充実をはかる。
・就学までの流れや就学先決定の仕組み、就学先決定後の相談等の情報提供を早期に行う。


(2) 就学先の決定
・居住地校区の小・中学校及び支援学校に関する十分な情報提供を行うとともに、丁寧な就学相
　談に努める。
・教育委員会は、本人・保護者の意向を最大限尊重するとともに、居住地校区の小・中学校への　　　　
　就学を基本とし、専門的見地からの意見、学校・地域の状況等から総合的な判断を行い、就学
　先を決定する。枚方市ではこれまで裁判に発展したケースはなく、保護者の意向に寄り添って
　きた。



★(４)個別の教育支援計画及び個別の教育指導計画 
   個別の教育支援計画及び個別の指導計画は、学校教育法施行規則第１３９条の２及び第１４１条の２
␃おい⏾、特別支援学級や通級␃よる指導を受ける児童生徒␃対し⏾の作成␃⏼い⏾ふれられ、学習指

導要領⏿は作成␀活用が義務付けられ⏾います。 

    個別の教育支援計画は、障害のある児童生徒一人ひ␀りの教育的ニーズ␃応じ⏾、教育・福祉・医療␂

␁の関係機関␀連携し␂がら、長期的・包括的␂支援を行うための計画⏿す。本人や保護者の願いを踏ま

え、合理的配慮や支援内容を記録し、学校内外の関係者が共通理解を持⏼ためのツール␀し⏾活用され

ます。 

   一方、個別の指導計画は、児童生徒の実態␃応じ⏾、教科や自立活動等の具体的␂目標や内容を定め

る短期的・実践的␂計画⏿す。教員が中心␀␂⏻⏾作成し、日々の指導や評価、保護者␀の共有引継ぎ␃

用いられます。 

 個別の教育支援計画 個別の指導計画 

視点 長期的・包括的 短期的・具体的 

作成者 学校及び関係機関 担任・教科担当等 

目的 支援の方向性を示す 指導の具体化 

関連性 個別の指導計画の土台␃␂る 個別の教育支援計画を踏まえ作成する 

        図● 個別の教育支援計画␀個別の指導計画の違い␀関係性 

 

両計画の作成␃あた⏻⏾は、児童生徒の障害の状況をし⏻かり␀アセスメントした上⏿、本人や保護者

の意向を最大限尊重し␂がら、必要␂合理的配慮を明記し、指導や支援␃反映させ␂がら、本人の成長

␃応じ⏾定期的␃見直しをするこ␀が重要⏿す。 

枚方市␃おい⏾は、両計画の作成␀活用が行われ、支援学級や通級指導教室␀の連携␃使われ⏾いる

ものの、「子␁もの特性を理解し個々の特性␃応じた支援の方法が実施⏿き⏾いるか」「子␁も本人の気

持ちを聞いたうえ⏿、個々のニーズ␃応じた基礎的環境整備␀合理的配慮␃⏼い⏾保護者␀の合意形成

は⏿き⏾いるか」␀い⏻た観点から適切␃両計画が利活用され⏾いるかが本審議会⏿は議論された。 

本審議会␀し⏾は、本人の願いや思いを聞き、子␁もの主体性を大切␃した個別の教育支援計画・個別の

指導計画を作成するためのガイドラインの必要性を説き、支援を必要␀する子␁もたちの指導の共有化が

常時⏿きるよう␃通常の学級␀通級指導教室・支援学級の連携をより深め⏾いくこ␀が⏿きるよう␃両計

画の活用を求めます。 

 

★(５)在籍児童・生徒の通級指導教室利用及び途中入級␃向けた相談 
    在籍児童・生徒の通級指導教室及び途中入級␃⏼い⏾、枚方市␃おい⏾は、必ずしも専門機関の診

断書を必要␀せず␃、学校は本人の⏼まずき、困り感、個別の教育的ニーズ、本人の特性␃応じた個別の

相談、保護者の悩み␃寄り添⏻た個別の相談を実施し⏾きました。 

その上⏿、学校は通常の学級担任␀通級指導教室担当教員や支援学級担任が連携し␂がらアセスメ

ントの実施や通常の学級␃おける基礎的環境整備␀合理的配慮の説明・実施・継続、そし⏾、本人・保護

者の意向を最大限尊重し利用・途中入級の判断をし⏾きました。 



    一方⏿、利用の開始や途中入級␃あたり診断書を必要␀し⏾い␂いため、専門家の判断が得られず学

びの場␀し⏾適切␀␂⏻⏾いるかの判断が難しか⏻たり、通常の学級⏿の困難さからアセスメントを経ず␃

入級␃⏼␂が⏻たり、また、支援学級在籍・通級指導教室利用␃⏼い⏾、保護者への説明が十分⏿は␂か

⏻たり、本人␀保護者の合意形成が␀られ⏾い␂い場合もありました。 

    そうい⏻た状況の中、令和 7年度␃は教育委員会より、全⏾の学校⏿統一した説明が行えるよう␃在校

生対象のリーフレットが作成されました。 

こうい⏻たこ␀から、以下の 2点を審議会␀し⏾求めます。 

1点目は、本人や保護者の思いを大切␃したうえ⏿、子␁もの特性（発達面、心理面、学習面、行動面

等）理解のための、入級しよう␀する児童・生徒の障害や困り感が␁こからき⏾いるのかを複数の視点、客

観的根拠を取り入れ⏾アセスメントを十分␃実施するこ␀。 

2点目は、保護者への説明の際␃は在校生対象のリーフレット␃基⏽き、まずは、通常の学級␃おい⏾、

␁の子も理解が⏿きるよう␂授業⏽くりをする␂␁、学習活動␃おい⏾␁のよう␂合理的配慮が⏿きるの

かを明確␃説明をする。その上⏿、通級指導教室の利用や入級をする場合␃は、障害等␃応じ⏾「特別の

教育課程を編成し、自立活動␀␀も␃、支援学級⏿何時間、␁のよう␂指導を行うのか␂␁の支援指導の

内容␃⏼い⏾合意形成を図るこ␀を明確␃し、通級指導教室及び支援学級在籍␃関し⏾よりよく理解深

め⏾いただくための適切␂説明␃努めるこ␀。 

 

(６) 支援体制の整備␀充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図●支援体制構築の例 

 

①校内支援体制␃おける管理職の役割 

支援教育の推進␃⏼い⏾学校経営␃明確␃位置付け、組織␀し⏾学級担任や教科担任を支援するこ␀

や、特別␂教育的ニーズのある児童生徒を支援するこ␀を打ち出し、学校がひ␀⏼のチーム␀し⏾取り組む



こ␀が⏿きるリーダーシップを発揮するこ␀が求められます。 

【学校経営方針（学校経営案）への位置⏽け】 

学校経営方針（学校経営案）の中␃、支援教育␃関する方針を明確␃示すこ␀、学校経営方針（学校経

営案）を実現するための校務分掌や教職員の役割␃⏼い⏾、教職員␃対し具体的␃説明し、校内支援体

制を組織的␃機能させるこ␀が必要⏿す。 

【校内支援体制⏽くり】 

適任者を支援教育コーディネーター␃指名し、校務分掌␃位置⏽けるこ␀や、支援を必要␀する児童生徒

␃対し⏾、適切␂支援を組織的␃展開するため␃、校内支援委員会等を設置する␂␁校内支援体制を整

備します。また、個別の指導計画、個別の教育支援計画等の作成確認␀、効果的活用を促します。 

【教職員の理解促進␀資質向上】 

支援教育の研修会␃教職員を計画的␃参加させるこ␀や、校長自らも特別支援教育の研修会␃積極的

␃参加し、特別支援教育␃関する情報を教職員␃周知します。 

【保護者、地域への理解啓発】 

学校便り等を活用し⏾、特別支援教育の取組を保護者や地域␃発信し、理解の促進を図るこ␀や、学校運

営協議会を通じ⏾地域の中⏿のインクルーシブ教育␃関する理解を構築し⏾いきます。 

②市内の支援ネットワークの形成 

各学校の単体だけ⏿は、多様␂幼児児童生徒の特別␂教育ニーズ␃対応するこ␀は難しいこ␀から、市内

の教員それぞれの得意分野を統合する、スクールクラスター␃よる教育資源のネットワーク␃より、多様␂

特別␂教育ニーズ␃応えるこ␀が⏿きるよう␂組織作りも重要⏿す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．答申事項 3 「通常の学級⏿の支援・配慮の充実␃むけ⏾」 

現代の教育現場⏿は、多様␂子␁もたち一人ひ␀りを大切␃し、包摂的（インクルーシブ）␂学びを実現す

るこ␀が求められ⏾います。 

通常の学級␃おける支援・配慮の充実は、包摂的␂学びの基盤␀␂るもの⏿す。すべ⏾の子␁もが自分ら

しく学び、成長⏿きる環境を⏼くるための教室環境の整備、教員の資質向上が喫緊の課題⏿す。以下␃、通

常の学級⏿の支援・配慮の充実␃むけ⏾抑え⏾いただきたいこ␀を提言いたします。 

(１) 個別最適化された学びの実現 

・子␁も一人ひ␀りの特性（発達段階、得意・不得意、興味関心）を把握し⏾、必要␃応じた配慮を行う。 

・通常の学級⏿学ぶすべ⏾の子␁もが主体的␃学習␃取り組めるよう学習内容や方法を工夫（合理的

配慮）する。 

・ペア学習やグループ学習等、発達段階␃応じ⏾子␁も同士⏿学び合う時間␀場を設定し、「わから␂

い」「教え⏾」等␀互い␃依存しあう活動を通し⏾、子␁も一人ひ␀りが自立した学習者␀␂るこ␀をめ

ざす。 

 

(２) 安心⏿きる環境⏽くり 

・教室␃は多様␂子␁もがいる前提⏿ある␀、児童・生徒全員が認識をも⏾るよう␂学級めざす。 

•「まちが⏻⏾も、失敗し⏾も大丈夫」␀いうメッセージを普段から伝える␀␀も␃、間違いや失敗があるか

らこそ学べる機会がある␀いう価値を日々の学習活動等を通じ⏾伝え␂がら、集団⏽くりを行う。 

・見通しが持⏾るスケジュール提示（1日や授業の流れを視覚的␃示す等）を行う。 

•静か␂コーナーやクールダウンの場所を用意し⏾、気持ちを落ち着かせる時間を確保する。 

 

(３) 具体的␂指示␀フィードバック 

•曖昧␂言葉を避け⏾、わかりやすく、段階を踏ん⏿指示や教示を行う。 

•成功体験を積ませるため、小さ␂頑張り␃もすぐ␃ポジティブ␂フィードバックを行う。 

 

(４) ソーシャルスキル支援 

•小グループ活動やロールプレイ⏿、コミュニケーションや対人スキルを自然␃学べる場を⏼くる。 

•友達関係を支援するピアサポート体制（友達の助け合い）が⏿きる学級風土を構築する。 

 

(5) 教職員・保護者␀の連携 
・子␁も一人ひ␀り␃⏼い⏾作成し⏾いる「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を有効活用

し␂がら、支援の工夫や合理的配慮等␃⏼い⏾、支援・指導␃よる成果や課題等␃⏼い⏾、教職員間

⏿共有し、組織的␃対応する。  

 ・保護者␀連携し⏾作成する「個別の教育支援計画」を有効活用し、日々の支援・指導␃おける成果や

課題等を適時共有し、学校␀家庭⏿連携した支援を行う。 

 



(６) 合理的配慮␀個別最適化 

•「テストの時間延長」や「プリントの文字を大きくする」␂␁、必要␃応じた個別対応（合理的配慮）を

検討し実施する。 

•「自分自身の良さ」や「十分␃力を発揮するためのサポート」␂␁␃⏼い⏾、本人の自己理解を促し、

他者␃も伝えられるよう␃する。 

・すべ⏾の子␁も␃␀⏻⏾自分らしく学び、成長⏿きる環境⏽くりを徹底する。 

・合理的配慮や基礎的環境整備の実践事例を事例集等␃し⏾市全体⏿共有し⏾いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．答申事項 4 「通級指導教室⏿の支援の充実␃むけ⏾」 

(１) 通級指導教室の指導基準 

学校教育法第 81 条第 1項␃おい⏾は、幼・小・中・高等学校␃おい⏾障害␃よる学習上又は生活上の

困難を克服するための教育を行うこ␀を定め⏾おり、すべ⏾の学校␃おい⏾特別支援教育が実施されるこ␀

␀され⏾います。 

その上⏿、通級␃よる指導は、学校教育法施行規則第 140 条及び第 141条␃基⏽き行われ⏾います。 

 

第 140 条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校␃おい⏾、次の各号のいずれか

␃該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害␃応じた特別の指導を

行う必要があるものを教育する場合␃は、文部科学大臣が別␃定める␀ころ␃より、第 50 条第 1 項（第

79 条の 6 第 1 項␃おい⏾準用する場合を含む。）、第 51 条、第 52 条（第 79 条の 6 第 1 項␃おい

⏾準用する場合を含む。）、第 52 条の 3、第 72 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項␃お

い⏾準用する場合を含む。）、第 73 条、第 74 条（第 79 条の 6 第 2 項及び第 108 条第 1 項␃おい

⏾準用する場合を含む。）、第 74 条の 3、第 76 条、第 79 条の 5（第 79 条の 12 ␃おい⏾準用する場

合を含む。）、第 83 条及び第 84 条（第 108 条第 2 項␃おい⏾準用する場合を含む。）並び␃第 107 

条（第 117 条␃おい⏾準用する場合を含む。）の規定␃かかわらず、特別の教育課程␃よるこ␀が⏿きる。 

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 学習障害者 

七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者⏿、この条の規定␃より特別の教育課程␃よる教育を行うこ␀が適当␂もの 
 

 

また、学校教育法施行規則第百四十条の規定␃よる特別の教育課程␃⏼い⏾定める件（平成 5 年文部

省告示第 7 号）␃より、通級指導教室の標準指導時数が定められ⏾います。 

 

高等学校又は中等教育学校の後期課程␃おける障害␃応じた特別の指導␃係る修得単位数は、年間 7 

単位を超え␂い範囲⏿当該高等学校又は中等教育学校が定めた全課程の修了を認める␃必要␂単位数

のうち␃加えるこ␀が⏿きるもの␀する。 

 

 

 

 

 



また、通級指導教室の就学基準␀し⏾文部科学省は表４－１のよう␂基準を示し⏾います。 

表４－１ 通級指導教室への就学基準（文部科学省） 

区 分 障害の程度 

言語障害者  

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的␂構音障害のある者，吃音等話し言葉␃

おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項␃発達の遅れがある

者，その他これ␃準じる者（これらの障害が主␀し⏾他の障害␃起因するもの⏿は␂い者

␃限る。）⏿，通常の学級⏿の学習␃おおむね参加⏿き，一部特別␂指導を必要␀する

程度のもの  

自閉症者  
自閉症又はそれ␃類するもの⏿，通常の学級⏿の学習␃おおむね参加⏿き，一部特別␂

指導を必要␀する程度のもの  

情緒障害者  
主␀し⏾心理的␂要因␃よる選択性かん黙等があるもの⏿，通常の学級⏿の学習␃お

おむね参加⏿き，一部特別␂指導を必要␀する程度のもの  

弱視者  
拡大鏡等の使用␃よ⏻⏾も通常の文字，図形等の視覚␃よる認識が困難␂程度の者

⏿，通常の学級⏿の学習␃おおむね参加⏿き，一部特別␂指導を必要␀するもの  

難聴者  
補聴器等の使用␃よ⏻⏾も通常の話声を解するこ␀が困難␂程度の者⏿，通常の学級

⏿の学習␃おおむね参加⏿き，一部特別␂指導を必要␀するもの  

学習障害者  

全般的␂知的発達␃遅れは␂いが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能力

のうち特定のものの習得␀使用␃著しい困難を示すもの⏿，一部特別␂指導を必要␀す

る程度のもの  

注意欠陥多動性障害者  
年齢又は発達␃不釣り合い␂注意力，又は衝動性・多動性が認められ，社会的␂活動

や学業の機能␃支障をきたすもの⏿，一部特別␂指導を必要␀する程度のもの  

肢体不自由者、 

病弱者及び身体虚弱者  

肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級⏿の学習␃おおむね参加⏿き，

一部特別␂指導を必要␀する程度のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 141 条 前条の規定␃より特別の教育課程␃よる場合␃おい⏾は、校長は、児童又は生徒が、当該小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定める␀ころ␃より他の小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部␃おい

⏾受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校␃おい⏾受けた当該特

別の教育課程␃係る授業␀み␂すこ␀が⏿きる。 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校␃おい⏾、学校教育法施行規則（以下「規

則」␀いう。）第 140 条各号の一␃該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。以下同

じ。）␃対し、同条の規定␃よる特別の教育課程を編成する␃当た⏻⏾は、次␃定める␀ころ␃より、当該児童

又は生徒の障害␃応じた特別の指導（以下「障害␃応じた特別の指導」␀いう。）を、小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校又は中等教育学校の教育課程␃加え、又はその一部␃替えるこ␀が⏿きるもの␀する。

ただし、高等学校又は中等教育学校の後期課程␃おい⏾は、障害␃応じた特別の指導を、高等学校学習指

導要領（平成 21 年文部科学省告示第 34 号）第一章第三款の 1 ␃規定する必履修教科・科目及び総

合的␂学習の時間、同款の 2 ␃規定する専門学科␃おい⏾すべ⏾の生徒␃履修させる専門教科・科目、同

款の 3 ␃規定する総合学科␃おける「産業社会␀人間」並び␃同章第四款の 4、5 及び 6 並び␃同章第

七款の 5 の規定␃より行う特別活動␃替えるこ␀は⏿き␂いもの␀する。 

障害␃応じた特別の指導は、障害␃よる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するこ␀を目的␀す

る指導␀し、特␃必要がある␀きは、障害の状態␃応じ⏾各教科の内容を取り扱い␂がら行うこ␀が⏿きるも

の␀する。 

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程␃おける障害␃応じた特別の指導␃

係る授業時数は、規則第 140 条第 1 号から第 5 号ま⏿及び第 8 号␃該当する児童又は生徒␃⏼い⏾

は、年間 35 単位時間から 280 単位時間ま⏿を標準␀し、同条第 6 号及び第 7 号␃該当する児童又は

生徒␃⏼い⏾は、年間 10 単位時間から 280単位時間ま⏿を標準␀し、当該指導␃加え、学校教育法施行

規則第 56 条の 2 等の規定␃よる特別の教育課程␃⏼い⏾定める件（平成 26 年文部科学省告示第 1 

号）␃定める日本語の能力␃応じた特別の指導を行う場合は、 

授業時間数の合計がおおむね年間 280 単位時間以内␀する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(２) 通級指導教室␃おける特別の教育課程␃⏼い⏾ 

通級␃よる指導␃係る特別␂教育課程を編成する␃当た⏻⏾は、児童生徒の障害␃応じた特別の指導

を、教育課程␃加え、又はその一部␃替えるこ␀が⏿きるもの␀され⏾います。教育課程␃加える場合␀は、放

課後等の授業の␂い時間帯␃通級␃よる指導の時間を設定し、対象␀␂る児童生徒␃⏼い⏾指導を実施す

る␀いうもの⏿す。この場合、対象␀␂る児童生徒の全体の授業時数は他の児童生徒␃比べ⏾増加するこ␀

␀␂ります。 

一方、教育課程の一部␃替える場合␀は、他の児童生徒が他の授業を受け⏾いる時間␃、通級␃よる指

導の時間を設定し、対象␀␂る児童生徒␃⏼い⏾通級␃よる指導を実施する␀いうもの⏿す。この場合、対象

␀␂る児童生徒の全体の授業時数は増えません。通級␃よる指導の時間を全部放課後の時間␃設定する

␀、児童生徒の負担が過重␃␂る場合があります。したが⏻⏾、通級␃よる指導時数が多く␂る場合␃は、一

部の授業␃替え⏾通級␃よる指導の時間を組み込ん⏿、児童生徒の負担の軽減を図るこ␀⏿、より効果的

␂指導を行うこ␀が⏿きる␀考えられます。 

通級␃よる指導␃おける「特別の教育課程」␀は、通常学級␃在籍する児童生徒が、障害␃応じた特別の

指導を受けるため␃、通常の教育課程␃加えたり、一部を替えたりし⏾編成される教育課程のこ␀⏿す。これ

は、児童生徒の個々のニーズ␃合わせ⏾、学習や生活上の困難を改善・克服するための指導を行うためのも

の⏿す。表４－１␃示される␀おり、通常学級␃在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒が対象⏿す。 

障害␃応じた特別の指導は、「障害␃よる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するこ␀を目的␀

する指導」␀され⏾います。これは、特別支援学校の特別␂指導領域⏿ある自立活動の目標␀する␀ころ⏿

あり、通級␃よる指導␀は、特別支援学校の自立活動␃相当する指導␀され⏾います。 

␂お、特␃必要がある␀きは、障害の状態␃応じ⏾各教科の内容を取り扱い␂がら行うこ␀が⏿きるこ␀␀

され⏾います。ただし、この場合も、あくま⏿障害␃よる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するこ␀

を目的␀し⏾行われるこ␀が必要⏿あり、単␂る各教科の遅れを補充するための指導␀は␂ら␂いよう␃し␂

ければ␂りません。 

 

(３) 自立活動␀は 

①自立活動␀は 

自立活動␀は、特別支援教育の中⏿、「障害のある子␁もたちが、よりよく自分らしく生き⏾いくため␃必

要␂力を育⏾る活動」のこ␀を言います。も␀も␀は特別支援学校（盲学校・ろう学校・養護学校）⏿中

心的␃行われ⏾いた指導内容⏿すが、通級指導教室や特別支援学級⏿も、自立活動の指導をするこ␀

␀␂⏻⏾います。 

②自立活動の 6区分 27項目 

自立活動の 6区分 27項目␀は、文部科学省が定める自立活動の学習内容を、より具体的␃整理し

たもの⏿す。これは、特別支援学校学習指導要領解説␃示され⏾いるもの⏿、児童生徒の障害の状態

や実態␃応じ⏾、指導すべき項目を選び、個別の指導計画␂␁␃活用されます。 

 

 

 



表４－２ 自立活動の 6区分 27項目 

【1. 健康の保持（4項目）】 

 健康の状態の把握 

 生活リズムの形成 

 身体各部の状態や変化の

把握 

 疾病・障害の理解␀対応 

【2. 心理的␂安定（4項目）】 

 情緒の安定 

 自己の理解 

 欲求の調整 

 安心感の形成 

 

【3. 人間関係の形成（5項目） 

 他者␀のかかわりの理解 

 対人関係の形成 

 集団への参加 

 社会性の理解 

 対人行動の調整 

【4. 環境の把握（4項目）】 

 時間や空間の認識 

 位置や方向の理解 

 対象物の認識 

 状況の把握␀予測 

【5. 身体の動き（5項目）】 

 基本的運動機能 

 姿勢の保持 

 運動の協応 

 巧緻性の向上 

 身体のイメージの形成 

【6. コミュニケーション（5項目）】 

 言語・非言語␃よる表現 

 相手の意図の理解 

 意思の伝達 

 言語の理解␀活用 

 コミュニケーション手段の活用 

この 27項目は、障害の種類や程度␃よ⏻⏾指導内容が異␂るため、すべ⏾を指導するわけ⏿は␂く、

必要␃応じ⏾選択的・重点的␃指導されます。 

③通常の学級（在籍学級）␀「自立活動」 

『特別支援学校幼稚部教育要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領』（文部科学省，

2017）␃おい⏾、「自立活動の指導は、障害␃よる学習上又は生活上の困難を改善・克服し、自立し社会

参加する資質を養うため、自立活動の時間はも␀より、学校の教育活動全体を通じ⏾適切␃行うもの␀す

る」こ␀や「自立活動の指導は、特設された自立活動の時間はもちろん、各教科、道徳科、外国語活動、総

合的␂学習の時間及び特別活動の指導を通じ⏾も適切␃行わ␂ければ␂ら␂い。自立活動の指導は、学

校の教育活動全体を通じ⏾行うもの⏿あり、自立活動の時間␃おける指導は、その一部⏿あるこ␀を理解

する必要」␀明記され⏾います。 

す␂わち、特別支援学級や通級指導教室␃おい⏾指導を受け⏾いる児童生徒␃対し⏾は、自立活動の

内容を、学校の教育活動全体を通じ⏾行わ␂ければ␂ら␂い␀いうこ␀⏿す。通級␃よる指導をうけ⏾いる

児童生徒␃は個別の指導計画␃基⏽く指導が行われ⏾います。 

従いまし⏾通常の学級␃おい⏾も、その個別の指導計画␃基⏽く指導␃基⏽いた自立活動の目標を念

頭␃置き、通級指導教室の指導␀密接␂関連を保ち、整合性をも⏻た指導が行われ␂ければ␂りません。 

★④自分␃必要␂合理的配慮を学ぶこ␀が⏿きる自立活動を 

これま⏿␃記載した内容␃加え、本審議会␀し⏾は子␁もたちが、自立活動の時間␃「自分␃␀⏻⏾必

要␂合理的配慮は何だろう。」␀いうこ␀を学ぶこ␀も非常␃大切だ␀考えます。少␂く␀も小学校高学年

や中学校␃入⏻た段階⏿は、「自分␃␀⏻⏾必要␂合理的配慮」␃⏼い⏾知⏻⏾おか␂ければ␀思います。 

それは、将来社会␃出た際␃は、合理的配慮の意思表明は自分⏿やら␂ければ␂ら␂いから⏿す。だか

らこそ、障害の状況␃よ⏻⏾変わりますが、重度の障害のある子␁も⏿あ⏻⏾もその子␁も␃合⏻た形⏿、

合理的配慮を選択したり決定したりするこ␀が保障される␀いうこ␀を自立活動の項目の中␃入れ⏾いく

必要性を強く感じます。 

自立活動は将来の自分自身の自立␃向けた取り組み␀いうこ␀。これを小学校の早い段階から意識し

行われ⏾いくこ␀が、将来の自立␃向け⏾は重要⏿ある␀本審議会⏿は捉えます。 



 

 

★(４) 枚方市␃おける通級指導教室の状況 

  枚方市は、1993年(平成５年)␃国が通級指導教室を制度化する前から、「こ␀ばの教室」「きこえの

教室」␀い⏻た形を␀り␂がら専門的␂知識を持⏼教職員␃より、個別の教育的ニーズ、障害の状況␃応

じた指導を大切␃し⏾きました。 

  通級指導教室は多様␂学びの場の連続性を保⏼⏾だ⏾␀␂り、「␀も␃学び␀も␃育⏼」理念を体現す

るため␃必要␂もの␀し⏾も捉え、2025年度(令和 7年度)現在、小学校３１校。中学校⏿は全校設置を

実現し⏾います。また、202４年度(令和 6年度)からは、通級指導教室担当教諭の研鑽をより深めるた

め、市内を 4ブロック␃分け⏾実施する␂␁、教員研修の実施も開始し⏾いる。 

  しかし␂がら、通級指導教室が全校␃設置され⏾い␂いこ␀は、全⏾の子␁も␃␀⏻⏾平等⏿␂い環境

⏿あり、また指導中␃学習の補充が行われ、障害␃よる学習上又は生活上の困難を改善、克服のための

指導を行え⏾い␂い学校もあるこ␀から、本審議会␀し⏾は、「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育をめざすため

の適切␂理解のも␀␃通級指導教室の全校設置を進め、通常の学級␀支援学級や通級指導教室が連携

し␂がら、子␁もの特性（発達面、心理面、学習面、行動面）のアセスメントのも␀、適切␂学びの場の選択

␀適切␂自立活動の実施が大切⏿ある␀考えます。 

 

 

 

 

 

 

 



７．答申事項 5 「特別支援学級(支援学級)⏿の支援の充実␃⏼い⏾」 

(１) 特別支援学級␀は 

特別支援学級の規定は、学校教育法施行規則第１３９条、第１４０条␃定められ⏾いる。 

 

第百三十九条 前条の規定␃より特別の教育課程␃よる特別支援学級␃おい⏾は、文部科学大臣の検定

を経た教科用図書を使用するこ␀が適当⏿␂い場合␃は、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定

める␀ころ␃より、他の適切␂教科用図書を使用するこ␀が⏿きる。 

２ 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項␃おい⏾準用する同法第三十四条第二項

又は第三項の規定␃より前項の他の適切␂教科用図書␃代え⏾使用する教材␃⏼い⏾準用する。 

第百三十九条の二 第百三十四条の二の規定は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学

校の前期課程␃おける特別支援学級の児童又は生徒␃⏼い⏾準用する。 

第百四十条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校␃おい⏾、次の各号のいずれ

か␃該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害␃応じた特別の指

導を行う必要があるものを教育する場合␃は、文部科学大臣が別␃定める␀ころ␃より、第五十条第一

項（第七十九条の六第一項␃おい⏾準用する場合を含む。）、第五十一条、第五十二条（第七十九条の

六第一項␃おい⏾準用する場合を含む。）、第五十二条の三、第七十二条（第七十九条の六第二項及び

第百八条第一項␃おい⏾準用する場合を含む。）、第七十三条、第七十四条（第七十九条の六第二項及

び第百八条第一項␃おい⏾準用する場合を含む。）、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五

（第七十九条の十二␃おい⏾準用する場合を含む。）、第八十三条及び第八十四条（第百八条第二項␃

おい⏾準用する場合を含む。）並び␃第百七条（第百十七条␃おい⏾準用する場合を含む。）の規定␃

かかわらず、特別の教育課程␃よるこ␀が⏿きる。 

一 言語障害者 

二 自閉症者 

三 情緒障害者 

四 弱視者 

五 難聴者 

六 学習障害者 

七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者⏿、この条の規定␃より特別の教育課程␃よる教育を行うこ␀が適当␂もの 

 

 

 

 

 

 

 

 



(２) 特別支援学級への就学基準 

表５－１ 特別支援学級への就学基準（文部科学省） 

区分 障害の程度 

視覚障害者 
拡大鏡等の使用␃よ⏻⏾も通常の文字，図形等の視覚␃よる認識が困難␂程

度のもの 

聴覚障害者 補聴器等の使用␃よ⏻⏾も通常の話声を解するこ␀が困難␂程度のもの 

知的障害者 
知的発達の遅滞があり，他人␀の意思疎通␃軽度の困難があり日常生活を営

むの␃一部援助が必要⏿，社会生活への適応が困難⏿ある程度のもの 

肢体不自由者 
補装具␃よ⏻⏾も歩行や筆記等日常生活␃おける基本的␂動作␃軽度の困難

がある程度のもの 

病弱・身体虚弱者 

・慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的␃医療又は生活

の管理を必要␀する程度のもの 

・身体虚弱の状態が持続的␃生活の管理を必要␀する程度のもの 

言語障害者 

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的␂構音障害のある者，吃音等話

し言葉␃おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項␃

発達の遅れがある者，その他これ␃準じる者（これらの障害が主␀し⏾他の障害

␃起因するもの⏿は␂い者␃限る）⏿，その程度が著しいもの 

自閉症・情緒障害者 

・自閉症又はそれ␃類するもの⏿，他人␀の意思疎通及び対人関係の形成が困

難⏿ある程度のもの 

・主␀し⏾心理的␂要因␃よる選択的かん黙等があるもの⏿，社会生活への適

応が困難⏿ある程度のもの 

 

特別支援学級の教育は、通常の学級⏿の学習が困難␂児童生徒␃対し⏾、個々の障害特性や学習ニー

ズ␃応じた支援を行うこ␀を目的␀し⏾います。「特別␂支援を必要␀する児童生徒が、その可能性を最大限

␃伸ばすこ␀」が基本的␂理念⏿す。「特別支援教育␃係る教育課程␃⏼い⏾」（文部科学省,2015）⏿

は、「特別支援学級の教育課程は、基本的␃は、小・中学校の学習指導要領␃基⏽い⏾編成される。特␃必

要がある場合␃は、特別の教育課程を編成するこ␀が⏿きる。 特別の教育課程を編成する場合は、特別支

援学校の小・中学部の学習指導要領を参考␀し、実情␃合⏻た教育課程を編成する必要がある」␀され⏾い

ます。す␂わち、特別支援学級（支援学級）⏿指導をうけ⏾いる児童生徒␃は、児童生徒の必要␃応じ⏾「自

立活動」の内容を取り入れるこ␀␀され⏾います。特別支援学校の指導内容を参考␃し⏼⏼、通常の学級␀

連携し␂がら支援をおこ␂う必要があるの⏿す。従いまし⏾「交流および共同学習」を行う通常の学級(ダブ

ルカウント⏿在籍し⏾いる学級)␃おい⏾も、特別支援学級（支援学級）⏿作成された個別の指導計画␃基

⏽いた学習指導及び自立活動の目標を念頭␃置き、特別支援学級（支援学級）の指導␀密接␂関連を保

ち、整合性をも⏻た指導が行われ␂ければ␂りません。 

 

 



(３) 特別支援学級␀通常の学級の学習時間の割合 

文部科学省は、特別支援学級␀協力学級（通常の学級）␃おける学習時間の割合␃⏼い⏾、明確␂数値

⏿の「推奨割合」は示し⏾いません。 

「特別支援教育の在り方␃関する特別委員会報告」（文部科学省,2012）⏿は、「障害のある子␁もが、

他の子␁も␀平等␃「教育を受ける権利」を享有・行使するこ␀を確保するため␃、学校の設置者及び学校

が必要か⏼適当␂変更・調整を行うこ␀⏿あり、障害のある子␁も␃対し、その状況␃応じ⏾、学校教育を受

ける場合␃個別␃必要␀されるもの」⏿あり、「学校の設置者及び学校␃対し⏾、体制面、財政面␃おい⏾、

均衡を失した又は過度の負担を課さ␂いもの」␀し、合理的配慮のあり方を方向付け⏾います。また、「障害

のある子␁も␃対する支援␃⏼い⏾は、法令␃基⏽き又は財政措置␃より、国は全国規模⏿、都道府県は各

都道府県内⏿、市町村は各市町村内⏿、教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎

␀␂る環境整備⏿あり、それを「基礎的環境整備」␀呼ぶこ␀␀する。これらの環境整備は、その整備の状況

␃より異␂る␀ころ⏿はあるが、これらを基␃、設置者及び学校が、各学校␃おい⏾、障害のある子␁も␃対

し、その状況␃応じ⏾、『合理的配慮』を提供する」␀もし⏾います。 

一方、文部科学省は、令和 4年（2022年）4月 27日␃発出した通知「特別支援学級及び通級␃よる

指導の適切␂運用␃⏼い⏾」（文科初第 375号：二次元バーコードを参照）(以下、4.27通知)␃おい⏾、

特別支援学級␃在籍する児童生徒の教育課程の編成␃関する基本的␂考え方を示し⏾います。この通知⏿

は、特別支援学級␃在籍する児童生徒␃⏼い⏾、原則␀し⏾週の授業時数の半分以上を特別支援学級␃お

い⏾過ごすこ␀を目安␀するよう求め⏾います。例えば、週 30時間の授業がある場合、15時間以上を特別

支援学級⏿過ごすこ␀が想定されます。この考え方は、特別支援学級␃在籍する児童生徒が、個々の障害の

状態や特性、心身の発達の段階等␃応じた授業を受けるこ␀を目的␀し⏾います。一方⏿、通常の学級⏿の

交流及び共同学習も重要⏿あり、児童生徒の実態␃応じ⏾柔軟␃対応するこ␀が求められ⏾います。 

␂お、この通知␃関し⏾は、教育現場や保護者からさまざま␂意見が寄せられ⏾おり、文部科学省は通知

の趣旨や運用␃⏼い⏾の Q&Aを作成（二次元バーコードを参照）し、理解の促進を図⏻⏾います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特別支援学級及び通級による指導ÿ適切な運用について」 

（文科初第 375号） 

特別支援学級及び通級による指導ÿ適切な運用について（通知）  

Ｑ＆Ａ 



★(４) 枚方市␃おける支援学級の状況 
先␃も述べたよう␃、枚方市⏿は支援学級を選んだ子も含め⏾障害のある␂し␃関わらず、可能␂限り通

常の学級⏿過ごす「␀も␃学び、␀も␃育⏼」教育を推進し⏾きました。これは、将来、支援␂き後␃も地域⏿

␀も␃生きるための土台␃も␂⏻⏾います。  

支援学級を利用する児童・生徒は年々増え続け⏾います。そうい⏻た␂か⏿も、個別の教育支援計画、個

別の指導計画␀リンクした個␃応じた支援、個の教育的ニーズ␃応じた学びの内容の実施、自分が必要␂

自立活動を選択するこ␀が⏿きる環境を設定し␂がら指導支援を行⏻⏾います。 

しかし␂がら、保護者や通常の学級担任からの学習面の⏼まずき␃対する入級の提案があ⏻たり、通常の

学級␃おける基礎的環境整備␀合理的配慮の実施␃より、␀も␃学ぶこ␀が⏿きる子␁もたちもいたりする

の⏿は␂いか␀い⏻たこ␀や、4.27通知を受け単␃支援学級⏿の指導時間数␃より支援学級の利用の可

否、決定をする␀い⏻た状況が生じ⏾しまいました。 

本審議会␃おい⏾は、支援学級␃在籍する児童生徒の教育課程の編成␃おい⏾、通常の学級␀の交流

及び共同学習の時間数␃⏼い⏾、障害者差別解消法（障害を理由␀する差別の解消の推進␃関する法律）

␃規定される合理的配慮␃鑑み、児童生徒の障害の状態や教育的ニーズ␃応じ⏾柔軟␃対応するこ␀が求

められる␀考え⏾います。文部科学省の通達等⏿は具体的␂時間数の目安␀し⏾週時程の半分程度や「週

15時間程度」␀示され⏾いますが、これはあくま⏿一例⏿あり、個々の児童生徒の実態␃応じ⏾適切␃設定

するこ␀が重要␀し⏾います。 

また、支援学級へ在籍し⏾いる児童生徒␃対し⏾、個々の児童生徒の実態の変化␃伴い,本人保護者␀の

十分␂話し合いを行い␂がら、通常の学級へ移行し⏾いくこ␀␃⏼い⏾も、インクルーシブ教育␀し⏾重要␂

こ␀␀捉え、推進し⏾いく必要がある␀考え⏾います。 

通常の学級から支援学級␃就学する␃あた⏻⏾は、枚方市教育委員が参考␀␂るリーフレットを発行し⏾

おります。本審議会も推奨した内容␀␂⏻⏾います。 

以下、その他の提言をいたします。 

・子␁もの特性（発達面、心理面、学習面、行動面）のアセスメントのも␀、適切␂自立活動の実施 

・子␁も自身が自己理解を深め、自己実現を目標␀した自立活動の実施 

・通常の学級␀の情報共有（合理的配慮、個別の教育支援計画、個別の計画等）の充実が必要␀␂る 

・特別の教育課程の編成、個別最適␂学び大切␃した、個の教育的ニーズ␃応じた適切␂学習支援が必

要␀␂る 

・身␃⏼けた力を通常の学級⏿発揮⏿きるための基礎的環境整備␀合理的配慮の実施 

・通常の学級␃おける障害理解教育の推進 

・支援学級担任等の研修、連携が取れる体制整備 

 

 

 

 

 

 



８．答申事項 6 「子␁もたちの「自立(社会的自立)␃向け⏾」␃⏼い⏾」 

(１)子␁もたちの「自立(社会的自立)」␃向け⏾大切したい視点 

①小学校高学年␃おける将来的␂学びの場の選択␃関する説明 

小学校高学年は、児童の思考力や判断力が大きく伸びる時期⏿す。将来␃関する話題や自分の進路␃⏼

い⏾、ある程度の抽象的␂思考や見通しを持⏻⏾考える力が育ち始めます。この時期␃将来の学びの場␃

⏼い⏾説明するこ␀⏿、児童自身が自分の進路を「自分のこ␀」␀し⏾捉える第一歩␀␂ります。 

②見通しを持⏼こ␀␃よる安心感の形成 

進学や環境の変化は、子␁も␃␀⏻⏾大き␂不安要素␀␂り得ます。オープンスクール␃参加したり卒業生

のその後の様子を聞く場を設けたりする等、進学先や学習環境の様子␃⏼い⏾事前␃視覚的␃説明を受

けるこ␀⏿、「何が␁う変わるのか」「自分␃は␁ん␂選択肢があるのか」␀いう見通しが持⏾るよう␃␂り

ます。これ␃より、精神的␂安定が保たれ、新た␂環境への適応もスムーズ␃␂ります。 

③本人の意思を尊重した進路選択の重要性 

学びの場の選択は、保護者や学校、支援機関が中心␀␂⏻⏾検討されるこ␀が多い⏿すが、最も重要␂の

は本人の理解␀納得⏿す。本人が説明を受け、自らの気持ちや考えを話す機会を持⏼こ␀⏿、選択への納

得感が高まり、進学後の適応や学習意欲␃もよい影響を与えます。発達段階や障害の状況も考慮し␂が

ら、子␁もの意見を可能␂限り取り入れるこ␀を大切␃しましょう。 

④自己理解␀自己決定の力を育⏾る機会 

将来の学びの場␃⏼い⏾考えるこ␀は、「自分␃␀⏻⏾␁ん␂環境が合⏻⏾いるのか」「自分は␁ん␂学び

方⏿力を伸ばし⏾いきたいのか」␀い⏻た自己理解␃⏼␂がります。加え⏾、自分の将来␃関し⏾選択肢を

提示され、選ぶ␀いう経験を通じ⏾、自己決定の力を育む貴重␂機会␃も␂ります。 

⑤社会支援・支援制度の理解のき⏻かけ 

支援教育や通級指導、支援学校、高等支援学校␂␁の存在を知るこ␀は、児童生徒自身が「困⏻た␀き␃

␁う助けを求めるか」「␁こ⏿自分の力を活かせるか」␀い⏻た視点を持⏼き⏻かけ␃␂ります。これらの情

報␃触れるこ␀⏿、児童が将来の社会参加␃向けた準備を始めるこ␀␃も⏼␂がります。 

⑥説明の際␃求められる配慮 

説明を行う際␃は、児童生徒の発達段階␃応じたわかりやすい表現を用いるこ␀が重要⏿す。具体的␂

活動の例や写真、パンフレット␂␁を活用し␂がら、イメージを持ちやすくする工夫が求められます。また、反

応や理解度␃応じ⏾、何度も繰り返し丁寧␃説明する姿勢が必要⏿す。加え⏾、一方的␃伝えるの⏿は␂

く、子␁もの意見や気持ちを丁寧␃聞き取る対話的␂関わりが不可欠⏿す。 

⑦個々の課題の共通理解 

学年会␃支援学級担任が入⏻⏾情報共有や授業⏽くりを行う␂␁、教職員が情報共有⏿きる時間を物理

的␃生み出す方策が必要␀␂ります。  （例：教師の時間を生み出すため␃、子␁もたちの下校時間変更、

チーム担任制の導入等、全国⏿様々␂取組が試行錯誤され⏾いる） 

児童生徒が頑張⏻⏾いるこ␀や成長が感じられたこ␀、対応や評価␂␁⏿気付きがあ⏻たこ␀␂␁、成長を

喜び合える環境を築くこ␀が大切⏿す。 

★⑧広い視点や可能性も踏まえ接する 

合理的配慮の理解浸透␀近年の技術の向上␃より、様々␂働き方が可能␀␂⏻⏾います。例えば、重度の



寝たきりの障害のある方が、遠隔ロボットを使⏻⏾働い⏾いる事例もあります。進路選択、社会的自立を考

える際␃、今の働き方␃合うか合わ␂いか␀いうこ␀だけ⏿考えるの⏿は␂く、「こういう合理的配慮受けた

らこういうふう␂働き方も可能かもしれ␂いね。」␀い⏻たよう␃、今ある既存の枠組みだけ⏿␂く、合理的

配慮を使⏻⏾、様々␂働き方が可能␃␂る␀いう広い視点を教師だけ⏿は␂く周りの大人が持⏻⏾、進路

選択␃あた⏻⏾いく必要があります。 

 

(２)社会的自立を見据えた進路選択への情報提供 

進路選択は、単␃進学や就職先を決める␀いう枠を超え、将来の生活の在り方や社会的自立␃直結す

る重要␂プロセス⏿す。特␃支援が必要␂児童生徒␃␀⏻⏾は、「␁のよう␂環境⏿、␁のよう␃働き、␁の

よう␃暮らし⏾いくか」␀いう視点を持⏻⏾、早い段階から計画的␃進路を考え⏾いくこ␀が求められます。 

そのため␃は、本人の特性や希望を十分␃踏まえた上⏿、現実的␂選択肢を具体的␃示す情報提供が

不可欠⏿す。学校や家庭、関係支援機関が連携し、情報を丁寧␃提供し⏾いくこ␀が重要⏿す。 

【進学先・学習支援␃関する情報】 

高等学校（全日制高校、定時制高校、通信制高校、特別支援学校の高等部）や専門学校、福祉系機関

␂␁、それぞれの進路先␃おける学習環境、学習内容。及び、これらの学校等を卒業した後の進路状況、

就職状況␃⏼い⏾説明する。 

【生活支援・居住支援␃関する情報】 

自立生活␃向け⏾、地域の支援資源（相談窓口、グループホーム、金銭管理支援␂␁）␃関する情報を

提供する。 

【職業・就労␃関する情報】 

␁のよう␂職種があり、␁のよう␂能力や適性が求められるか。また、実際の職場の環境や支援体制の

有無␃⏼い⏾、具体的␂情報を共有する。 

【体験的␂学びの場の提供】 

職場体験やインターンシップ、生活訓練␂␁を通じ⏾、本人が将来の姿をイメージしやすくする支援を行

う。 

進路選択は一度きりのもの⏿は␂く、状況や成長␃応じ⏾柔軟␃見直し⏾いくこ␀も必要⏿す。本人が

「自分らしく生きる」ための選択を主体的␃行えるよう、継続的か⏼個別的␂情報提供␀支援を行うこ␀

が、社会的自立を支える鍵␀␂ります。 

 

(３)校内支援委員会の役割（「自立（社会的自立）を視点␀し⏾」） 

校内支援委員会は、児童生徒の教育的ニーズを把握し、支援体制を整え、教職員間の共通理解の促

進、組織的␂対応の遂行を目的␀し⏾開催されます。また、保護者や関係機関␀の連携協力を推進する役

割もあります。構成メンバーは、校長・教頭、支援教育コーディネーター（中心的役割）、学年主任、担任教

員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、必要␃応じ⏾、通級指導担当や関係機

関の職員（例：発達支援センター）等⏿す。 

校内支援委員会␀し⏾の重要␂役割␀し⏾明確␃位置付けたいこ␀は、学びの場の変更・調整等の検

討・協議する場␀し⏾の役割⏿す。学びの場の変更の検討が必要␂児童生徒へのアセスメント␃基⏽い⏾



把握された教育的ニーズ␃対する支援方針や支援目標を明確␃し、本人・保護者の声を反映し␂がら、

ふさわしい学びの場の提供␃⏼い⏾話し合う場␀し⏾の機能⏿す。支援が必要␂子␁もを一人の教員が

抱え込ま␂いよう␂体制⏽くりの礎␀し⏾校内支援委員会がありますの⏿全教職員⏿子␁もたちの「␀も

␃学び、␀も␃育⏼」教育を支えるこ␀が大切⏿す。 

 

(４)通常の学級、通級␃よる指導、支援学級␂␁の学びの場の移行のあり方 

学びの場の移行␃あた⏻⏾は、学力や行動面、対人関係、生活スキル␂␁、子␁もの発達の全体像を多

面的␃把握するこ␀が重要⏿す。医師の診断や専門機関の評価も参考␃し⏼⏼、学校内⏿の観察や支援

の記録を基␃検討します。 

①子␁もの教育的ニーズ␃応じ⏾、以下の選択肢から適切␂学びの場を検討 

【通常の学級】学級担任の支援のも␀、基本的␃は全体␀同じカリキュラム⏿学ぶ。 

【通級指導教室】通常学級␃在籍し⏼⏼、特定の時間␃個別の支援 

（例：言語・心理的安定・コミュニケーション␂␁）を受ける。 

【特別支援学級】よりきめ細やか␂支援が必要␂場合、少人数⏿の指導を受けるこ␀が⏿きる。 

②段階的␂就学先移行の検討 ※枚方市立津田小学校の実践研究を参照したい 

通常の学級␃在籍し⏾いた児童生徒は、まず通級␃よる指導への移行を行います。その経過を観察

し、支援学級への移行が必要␂のかの検討を行う␀い⏻たよう␃段階的␂就学先の移行を検討する

必要があります。 

③保護者␀の丁寧␂連携 

就学先の移行は、子␁も本人だけ⏿␂く保護者␃␀⏻⏾も大き␂決断␀␂ります。学校は丁寧␃情報提

供し、不安や疑問␃寄り添い␂がら話し合いを重ねるこ␀が重要⏿す。 

④校内支援委員会等⏿の協議 

校内支援委員会やケース会議␂␁⏿、関係教職員␀保護者、必要␃応じ⏾専門機関が協議し、支援

の在り方や就学先␃⏼い⏾合意形成を図ります。 

⑤移行後の支援体制 

学びの場が決ま⏻た後も、移行がスムーズ␃行えるよう␃、引き継ぎの会議や見学、交流の機会を設け

ます。移行後も継続的␃支援の状況を確認し、必要␃応じ⏾支援内容の見直しや就学先の再変更を

行います。個別の指導計画の作成␃⏼い⏾は、支援学級担任が作成の中心␀␂りますが、通常の学級

␃おける学びの視点、合理的配慮の視点から、通常の学級担任が十分␃関わり、両者の協議を十分

␃行われるこ␀が必要⏿す。特␃自立活動等␃⏼い⏾は、支援学級や通級指導教室の学びや成長を

評価する場は通常の学級⏿あるこ␀を明確␃意識する必要があります。 

「支援が必要␂こ␁もは支援学級担任␃おまかせ」⏿は␂く、通常の学級担任は合理的配慮を踏まえ

た授業⏽くりや、人間関係⏽くりを行い、助け合いや学び合いが自然␃創生するよう␂学級風土⏽くり

␃取り組むこ␀が前提␀␂ります。学校が生活しやすく、安心し⏾過ごせる場所␀␂るよう、校内の連携

体制を充実させるこ␀が支援教育の充実␃は欠かせません。 

 

 



９．答申事項 7 「関係機関␀の連携␃⏼い⏾」 

（1）就学前相談 
子␁もたちが自信␀意欲を持⏻⏾生き生き␀学び、能力を伸ばし⏾いくため␃は、適切␂教育や支援を受

けるこ␀が必要␀考えられ⏾います。 就学前相談␀は、学習面、行動面のアンバランスや遅れのある児童・生

徒のため␃適切␂教育環境を考え⏾いく出発点␀␂る相談の場␀し⏾␀らえられ⏾います。 

2013（平成 25）年の学校教育法施行令の改正␃より、就学先␀␂る学校や学びの場の判断・決定␃当

た⏻⏾は、子␁もの障害の状態のみ␃着目し⏾画一的␃検討を行うの⏿は␂く、子␁も一人ひ␀りの教育的

ニーズ、学校や地域の状況、保護者や専門家の意見等を総合的␃勘案し⏾、個別␃判断・決定する仕組み

へ␀改められました。特␃、子␁も一人ひ␀りの障がいの状態等を把握し⏾教育的ニーズを明確␃し、具体的

␃␁のよう␂支援の内容が必要␀されるか␀いうこ␀を整理するこ␀が重要␀␂⏻⏾います。 

将来の自立␀社会参加を見据え、教育的ニーズ␃最も的確␃応える学びを提供⏿きる就学先␀␂る学校

や学びの場␃⏼い⏾、教育支援委員会等␃おい⏾検討を行い、市町村教育委員会が総合的␂判断をし、本

人及び保護者、教育委員会及び学校␀の合意形成を進めた上⏿、最終的␃は市町村教育委員会が決定す

るこ␀␀␂⏻⏾います。しかし､現実的␃は最終的␂決定は､本人・保護者␃よ⏻⏾␂され⏾います。一度決定

された就学先⏿あ⏻⏾もフレキシブル␂対応が␂されるこ␀␀␂⏻⏾います。 

①子␁も一人ひ␀りの教育的ニーズ␃応じた支援の保障 

・乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を実施する。 

・本人・保護者␃十分␂情報を提供する。 

・保育所・幼稚園・認定こ␁も園等␃おい⏾、保護者を含めた関係者が個別の教育的ニーズ␀必要␂個

別の支援␃⏼い⏾共通理解を深める。 

・保護者の障害受容␃⏼␂げ、その後の円滑␂連携及び支援␃⏼␂げ⏾いく。 

・本人・保護者␀市町村教育委員会、学校等が、個別の教育的ニーズ␀必要␂個別の支援␃⏼い⏾合

意形成を図⏻⏾いく。 

・障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの

意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的␂観点から就学先を決定する。 

・就学時␃決定した「学びの場」は固定したもの⏿は␂く、それぞれの児童生徒の発達の程度、適応の

状況等を勘案し␂がら柔軟␃転学が⏿きるこ␀を、すべ⏾の関係者が共通理解する。 

・就学相談の初期の段階⏿、就学先決定␃⏼い⏾の手続の流れや就学先決定後も柔軟␃転学⏿きる

こ␀␂␁␃⏼い⏾、本人・保護者␃説明を行う。 

・学校や市町村教育委員会が、保護者の「伴走者」␀し⏾親身␃␂⏻⏾相談相手␀␂る。 

※（文部科学省「就学相談・就学先決定の在り方␃⏼い⏾」、2022 より抜粋） 

②就学␃関する事前の相談・支援の実施␃当た⏻⏾の留意点 ※P3 も参照し⏾下さい 

・就学␃関する事前の相談・支援は、様々␂活動が早い時期から用意され、提供されるこ␀を、本人及び

保護者␃対し⏾事前␃周知するこ␀。 

・就学先␀␂る学校や学びの場の検討␃当た⏻⏾は、子␁も一人ひ␀りの教育的ニーズが最も重要⏿あ

るこ␀␃⏼い⏾、保護者の理解が深まるよう、丁寧␂説明を心がけ、子␁もの健康、学習、発達、成長␀

いう観点を最優先する立場⏿話合い␃臨むこ␀が⏿きるよう␃するこ␀。 



・一連の就学先␀␂る学校や学びの場の検討のプロセス␃おい⏾、本人及び保護者の意向は可能␂限

り尊重されるこ␀を伝え、保護者が安心し⏾相談␃臨むこ␀が⏿きるよう␃するこ␀。本人や保護者が、

正確␂情報を得⏾理解した上⏿就学␃関する事前の相談・支援の活動␃臨むこ␀が⏿きるよう、適時・

適切␂情報提供、きめ細かい配慮␀工夫␃努めるこ␀ 

▶就学が予想される学校の教育目標や多様␂学びの場の目的   

▶対象␀␂る子␁もが学校生活を送る上⏿課題␃␂りそう␂内容  

▶支援体制を含む基礎的環境整備の状況␀それ␃基⏽く教育上の合理的配慮を含む必要␂支援  

の内容␃関する状況（合理的配慮の提供␃関する合意形成ま⏿の手続きも含む）   

▶多様␂学びの場の活用␃よる成長事例 ␂␁ 

・本人及び保護者␃対し、適切␂タイミング⏿就学先決定のプロセス␃⏼い⏾も理解を促すこ␀。 

・就学先␀␂る学校や学びの場は固定的␂もの⏿は␂く、実際の就学先決定後も障害の状態等を踏ま

え、転学や学びの場の変更が可能⏿あり、柔軟␂もの⏿あるこ␀を分かりやすく伝えるこ␀。   

※（文部科学省「障害のある子␁もの教育⽀援の手引」2022 より抜粋） 

 

(２)保護者を対象␀した就学前の学校見学(地域の小学校、府立支援学校␂␁) 
就学前の学校見学は、保護者が「納得し⏾選ぶ」ための大切␂プロセス␀␂ります。子␁も␃合⏻た生活

環境・学習環境を選択したい␀いう保護者の願い␃応えるため␃、学校側も見学の機会や説明体制の積極

的␂構築をお願いします。 

①子␁も␃合⏻た就学先の選定 

保護者が実際␃学校の様子を見⏾、教育内容や支援体制を理解するこ␀⏿、子␁も␃␀⏻⏾最適␂学

びの場を選択する判断材料␃␂ります。特␃通常の学級・通級␃よる指導・支援学級␂␁複数の選択

肢がある場合、実際の教育の場を見学するこ␀は大切⏿す 

②学校への安心感␀信頼の形成 

保護者自身が校内の雰囲気、教職員の対応、児童生徒の様子␂␁を直接見学するこ␀⏿、学校への安

心感や信頼感が育まれます。これは就学後の連携をスムーズ␃する基盤␃␂ります。 

③支援体制や教育方針の理解 

支援教育␃関わる支援体制（支援教育コーディネーター、通級␃よる指導、個別の教育支援計画␂␁）

␃⏼い⏾、学校見学時␃説明を受けるこ␀⏿、保護者が学校の教育方針や具体的␂支援の在り方を理

解⏿きます。 

④不安や疑問の解消 

就学␃対し⏾不安を感じ⏾いる保護者も多いため、学校見学の場⏿直接質問や相談が⏿きるこ␀は、

保護者の心理的負担を和らげるこ␀␃⏼␂がります。 

⑤早期の連携・支援␃向けた第一歩 

見学の機会は、保護者␀学校␀の信頼関係のスタート地点⏿もあります。早期の情報共有が、就学後の

個別対応や支援体制の準備␃役立ちます。 

 

(３)小学校␃よる幼稚園・保育所等の訪問の意義 

小学校からの幼稚園・保育所等の訪問は、「就学のための引き継ぎ」だけ⏿␂く、「子␁もを中心␀した接



続期の支援」を実現する重要␂取組⏿す。制度的␂連携⏿は␂く、人␀人の⏼␂がりを大切␃し、継続的␂

協力体制を構築するこ␀が求められます。訪問時は、個別␃関わるだけ⏿␂く、集団生活や友達␀のかかわ

りも観察するこ␀や、観察内容は守秘義務を守り␂がら記録し、校内⏿共有するこ␀␂␁も検討し⏾ほしいこ

␀⏿す。また、就学前施設の先生方も小学校を訪問し、小学校 1年生が␁ういう生活をするのか␀いうこ␀を

知るこ␀⏿、就学前␃␁ういう力が必要␂のかを知るこ␀が⏿き、保育や指導の中␃取り入れたりするこ␀が

可能␀␂りますの⏿実現し⏾ほしいこ␀⏿す。 

①子␁もの就学支援のための情報把握 

小学校が入学予定児の在籍する幼稚園や保育所、認定こ␁も園を訪問するこ␀⏿、子␁もの性格、生活

習慣、発達の様子、配慮すべき点␂␁を直接把握⏿きます。これ␃より、入学後の支援や学級経営␃活

かすこ␀が⏿きます。 

②幼保こ小の接続を円滑␃する 

幼児教育・保育␀小学校教育は連続したもの⏿あり、訪問を通じ⏾両者の接続（カリキュラムや生活習

慣の違いの理解）を深め、段差の少␂いスムーズ␂就学を実現するこ␀が⏿きます。 

③教職員間の連携強化 

担任予定者や支援担当者␀、幼稚園・保育所の担当者が直接対話するこ␀⏿、より具体的⏿的確␂引

き継ぎが可能␀␂ります。特␃配慮が必要␂子␁も␃⏼い⏾は、支援の継続性が確保されます。 

④保護者の安心感␃⏼␂がる 

幼児期の様子が小学校␃し⏻かり伝わ⏻⏾いるこ␀は、保護者␃␀⏻⏾も大き␂安心感␃⏼␂がります。

家庭・就学前施設・小学校が⏼␂がるこ␀⏿、協力体制の土台が築かれます。 

 

(４)療育機関（放課後デイ等)␀の情報共有の必要性␀あり方 
児童生徒␃␀⏻⏾は␁ちらも大切␂生活の場␀␂⏻⏾います。情報共有は「子␁ものよりよい育ち␀学

び」のため␃は必要⏿ある␀考えます。（電話・書面・ICTツール␂␁も活用） 

①共通理解␃よる一貫した支援のため 

学校␀療育機関が情報を共有するこ␀⏿、児童生徒の特性や支援の方向性␃⏼い⏾共通理解が生ま

れ、家庭・学校・療育機関が一体␀␂⏻た一貫性のある支援が可能␃␂ります。 

②支援の重複や食い違いを防ぐ 

学校␀療育機関の支援が互い␃補完し合うため␃は、支援内容や対応方針␃⏼い⏾のすり合わせが 

必要⏿す。情報が共有され⏾い␂い場合、支援が重複したり、逆効果␃␂⏻たりするこ␀もあります。 

③保護者を通じた連携の推進 

基本的␃個人情報保護の観点から、学校␀療育機関が直接情報交換を行う␃は保護者の同意が必要

⏿す。まずは保護者␀連携し、同意を得たうえ⏿、情報の共有体制を構築します。 

④情報共有の方法 

・個別の教育支援計画や個別指導計画の共有（必要␃応じ⏾） 

・連絡帳やノートを通じた日々の情報交換 

・ケース会議への参加（保護者が同意した場合、療育機関スタッフの出席が可能） 

⑤共有する情報の内容（例） 

・子␁もの特性や配慮事項 



・学校や療育先⏿の行動や課題 

・成功体験やうまくい⏻た支援方法 

・新た␃気⏽いた支援ニーズや変化 

 

(５)医療・心理的等専門家␀の連携の必要性␀あり方 
①子␁もの実態を多角的␃把握するため 

医師や公認心理師、言語聴覚士、作業療法士␂␁の専門家からの見立⏾や所見は、学校⏿は見え␃く

い子␁もの特性や困り感を理解する上⏿大き␂助け␀␂ります。多角的␂視点⏿支援の方向性を検討

するこ␀が可能␃␂ります。 

②教育␀医療・福祉の役割分担␀連携 

学校は「教育」、医療は「診断・治療」、福祉は「支援」の立場⏿関わ⏻⏾います。それぞれの専門性を尊

重し␂がら、役割を分担し、子␁も␃␀⏻⏾最も適切␂支援が行えるよう␃連携します。 

③保護者の同意を前提␀した連携 

個人情報や医療情報を共有する␃は保護者の明確␂同意が必要⏿す。学校は保護者␀丁寧␃話し合

い、同意を得たうえ⏿専門家␀の情報共有やケース会議を進めます。保護者の「個別の教育支援計画」

への参画は情報共有・情報の引き継ぎのため必須のこ␀␀␂ります。 

④連携の方法␀実際の取り組み例 

・診断書や意見書の共有（支援の根拠␀し⏾活用） 

・校内支援委員会や個別のケース会議への専門家の参加 

・専門家␀の面談や電話相談、訪問支援 

・スクールカウンセラーや SSWを通じた間接的␂連携 

・医療的ケアが必要␂児童への看護師や医療機関␀の連携 

⑤教職員の理解␀研修機会の提供 

専門家␀の関わりを通じ⏾、教職員の理解を深めるこ␀も重要⏿す。必要␃応じ⏾専門家␃よる校内研

修を企画する␂␁、学校全体の支援力向上␃も⏼␂がります。 

 

 

 

★１０．答申事項 8 「特別支援教室構想␃⏼い⏾」 

 

 
※ 「枚方市障害者計画（第４次改定版）」 

※１「共生社会の形成␃向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」：文部科学省平成２４年７月 

※２「␀も␃学び、␀も␃育⏼」支援教育のさら␂る充実のため␃：大阪府教育委員会平成２５年３月 

※３「義務標準法の一部改正等␃⏼い⏾（小学校３５人学級の段階的␂実現）」：文部科学省令和３年４月 


